
 

ささえあい訪問サービス 
 

高齢者の皆様がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、 

ボランティアのささえあい訪問協力員が見守り･声かけ活動を行います。 

 

■ささえあい訪問サービスとは 

○週１回、新聞受けや郵便受け、照明の点灯など 

の状況から安否確認を行います。 

○月１回、お宅を訪問して玄関でお話を伺いま

す。 

 

■サービスを利用できる方 

   市内在住の、おおむね６５歳以上の方で、親族、近所、友人からの見守りが少ない方 

   または普段の生活に不安がある方。 

  

■ささえあい訪問協力員とは 

  ささえあい訪問協力員養成研修を受講し、市長から委嘱を受けた地域のボランテ

ィアです。 

 

■ささえあい訪問サービスの約束ごと 

・ご本人またはその家族の了解を得て、行います。 

・政治、宗教、販売行為を禁止しています。 

・ささえあい訪問協力員をはじめ関係者は、活動で知り得た皆様の秘密を守ります。 

・ささえあい訪問協力員は、地域の民生委員、地域包括支援センター、市、社会福祉

協議会と連携を図り、各関係機関と協力して、支援を行います。 

 

■問い合わせ先・申し込み先 

西東京市地域サポート「りんく」 

 生活支援コーディネーター   電話 042-497-4163（直通） 

   〒188-0011 西東京市田無町 5-5-12 田無総合福祉センター4階 

 

サービス開始まで時間がかかる場合がございます。 

あらかじめご了承ください。 

 

 


